
「エステート 30」保証実施要領 

 

 

第１ 目的 

本要領は、事業用不動産の取得等に必要な資金を長期に支援し、事業の拡大と発展

に資することを目的とする。 

 

第２ 保証対象者 

県内に事業所を有する中小企業者とする。 

 

第３ 保証限度額 

２００，０００千円とする。 

 

第４ 保証期間 

３０年以内（据置期間２年まで）とする。 

 

第５ 資金使途 

不動産取得資金とする。ただし、建物建築に係る土地造成、建物の改修・修繕等、

また、取得に係る経費、本件に係る信用保証料、物件取得に係るつなぎ資金、つなぎ

回収資金も対象とする。 

 

第６ 貸付形式 

証書貸付とする。 

  

第７ 返済方法 

分割返済とする。（つなぎ資金については一括返済。） 

 

第８ 信用保証料率 

（１）ＣＲＤモデルにより算出される評点により、保証協会が定める基準料率から有

担保割引を適用した以下の料率を適用し、原則として一括徴収とする。   
区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

保証料率 １.８０ １.６５ １.４５ １.２５ １.０５ ０.９０ ０.７０ ０.５０ ０.３５ 

（２）保証金額の１０％超のプロパー（期間同一以上の場合に限る）の協調融資があ

るときは、前項（１）の保証料率から年０.１０％を減じた率とする。 

（３）会計参与を設置している旨の登記を行っていることを確認できる中小企業者の

場合は、前項(１)（２）の保証料率から年０.１０％を減じた率とする。 

 

第１０ 取扱金融機関 

約定締結金融機関とする。 

 

第１１ 貸付利率 

  金融機関所定の利率とする。 

 

第１２ 連帯保証人 

必要となる場合がある。ただし、原則として法人代表者以外の保証人は不要とする。 



  

 

 

第１３ 担保 

不動産担保を条件とし、融資対象物件に対しては第１順位設定を原則とする。 

 

第１４ 保証割合 

金融機関の選択した責任共有制度（責任共有制度要綱（平成１８・９・１２中庁第

２号）に定める制度をいう。）の方式によるものとする。 

 

第１５ 申込手続 

金融機関は、本保証の申込をするときは、信用保証依頼書の保証制度名に「エステ

ート 30」と記入し、当協会の本・支所に申込するものとする。 

 

 

附 則 

この要領は、令和６年 12 月４日から施行する。 

 


